
令和8年4月

■対象者について

質問 回答

AGA(男性型脱毛）、FAGA（女性男性型脱
毛）は対象になりますか。

いいえ。対象になりません。

頭部の手術にあたり、頭髪を剃るのです
が、対象になりますか。

いいえ。対象になりません。

通院のために一時的に文京区に住んでお
り、住民票はうつしていません。対象に
なりますか。

いいえ。対象になるのは、申請時点で文京区に住民登録がある方で
す。

手術や抗がん剤治療を受けたのは数年前
になりますが、対象になりますか。

手術や抗がん剤の施術日は問いませんが、がん等の治療や傷病に伴い
外見ケア用品（アピアランスケア目的の補整具等）が必要な方（ただ
し、加齢による脱毛、男性型・女性型脱毛症、手術により頭髪を剃る
場合等は除く）は対象になります。

■助成対象品について

質問 回答

ウィッグや帽子は医療用に限りますか。
がんの治療に伴う脱毛によりウィッグや帽子を必要としていれば、医
療用に限らず対象になります。

ウィッグの部分かつらは対象になります
か。

はい。部分かつらも対象になります。

ウィッグを購入した際に、ヘアカットや
カラーをしてもらいました。対象になり
ますか。

いいえ。ヘアカットやカラー、パーマ代は対象外になります。

帽子は医療用以外も助成対象となります
か。

はい。対象となる帽子は医療用に限りません。

文京区がん患者等アピアランスケア支援事業Q＆A
（旧事業名：文京区がん患者ウィッグ購入等費用助成事業）
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胸部補整具とはどのようなものですか。

手術療法による乳房の形状を補整するためのさまざまなサイズや形・
材質のパッドと専用の補整下着です。（パッドカバー等の附属品や手
術時の創部保護用の胸帯、入浴時のバスタイムカバーは対象外で
す。）

乳がん患者向けの専用下着ではなく、一
般的なブラジャーやカップ付インナーは
対象になりますか？

術後の傷の保護目的のみのものは対象外です。本事業は、がん等の治
療や傷病に伴う外見の変化に対するケア（アピアランスケア）の一つ
として胸部補整具を助成対象としています。あくまでも手術療法によ
る乳房の形状を補整するための専用のパッドや補正下着が助成対象と
なります。アピアランスケアの目的であれば、乳がん患者向け専用下
着か否かにかかわらず、助成対象となります。詳しくは、お問い合わ
せください。

乳房再建の手術をしました。胸部補整下
着や補整パッド、人工乳房は対象になり
ますか？

再建術後に使用している補整具については、術後の傷の保護目的のも
のは対象外となります。ただし、再建術後もアピアランスケアを目的
として購入した商品であれば対象になります。詳しくはお問い合わせ
ください。

エピテーゼとはどのようなものですか。

手術療法による欠損部分を補完するために体表に取り付ける人工補整
物です。シリコン製の人工乳房や人工ニップル等で直接肌に張り付け
て使用するものです。（着脱に必要なテープや保護剤、リムーバー等
の消耗品や再建術等で体内に埋め込まれたものは対象外です。）

弾性着衣は保険での申請もできるときき
ました。同じものをこの事業にも申請で
きますか。

いいえ。保険適用（療養費の支給）となる場合は、本事業への申請は
できません。加入している健康保険組合へご相談ください。

頭皮冷却用キャップは対象になります
か。

はい。助成対象です。ただし、医師の指示の下、使用するものが対象
となります。また、冷却装置使用料や、処置の前後で使用するケア用
品（ブラシやクリーム等）は助成対象外です。

■助成金額・回数について

質問 回答

助成金額はいくらですか。
1回の申請につき上限10万円です。1回の申請額が10万円未満の場合は
その額（100円未満切捨て）です。

助成金額に消費税は含まれますか。 はい、含みます。
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ポイントやクーポン券を利用して購入し
たものは申請できますか。

はい。ただし、助成対象額はポイントやクーポン利用分を差し引いた
金額になります。内訳が分かる明細を添付してご申請ください。

商品を購入する際に送料や手数料がかか
りました。助成対象となりますか。

いいえ。送料や手数料は対象になりません。

令和6年度までに既に助成を受けています
が、1回につき1つの商品までだったの
で、拡充後の助成額との差額をもらうこ
とはできますか。

いいえ。差額分を助成することはできません。

申請できる回数は何回ですか。 申請は対象者一人につき生涯で2回までです。

すでに2回助成を受けていますが、異なる
がんにかかった場合や再発した場合、転
移した場合には再度申請ができますか？

いいえ。再発や転移が発覚するまでにすでに2回助成を受けている場
合は対象外です。助成は転移・再発の有無にかかわらず生涯で2回ま
でです。

未成年の子どもに購入したものについ
て、保護者が申請する場合はどうしたら
よいですか。

申請書の「助成対象者」欄に、対象のお子様の情報を記載してくだ
い。「振込先」がお子様の口座の場合は「申請者」はお子様本人名で
記載してください。「振込先」が保護者の口座の場合は「申請者」は
保護者名で記載し、併せて申請者が助成対象者の保護者であることが
確認できる書類（母子手帳、住民票、戸籍抄本等）を提出してくださ
い。

同時に2回分申請してもよいですか。

申請できますが、１つの商品を２回分として申請することはできませ
ん。（例えば、18万円のウィッグ1点を、1回目10万円、2回目８万円
と申請は不可。）なお、１回の申請に申請書１枚（電子申請は、１回
の申請に１回入力）が必要です。２枚目の記入（２回目の入力）の
際、助成歴ありに☑をしてください。

1回の申請で購入した店舗が異なる複数の
商品をまとめて申請することはできます
か。

できます。複数の商品をそれぞれ別の店舗で購入した場合でも、まと
めて申請できます。申請する際は商品それぞれについて、購入品目、
購入点数、購入等金額及びその明細が分かる書類（領収書等）をご提
出ください。（領収書を一つにまとめる必要はありません。）また、
すべての領収書に氏名の記載があることを確認の上、ご提出くださ
い。
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1回の申請で購入日が異なる商品をまとめ
て申請したいのですが、申請期限はいつ
ですか。

1回の申請で購入日の異なる複数品をまとめて申請する場合は、最も
古い購入日で起算して購入日から1年以内が申請期限です。例えば、
2026年4月10日と2026年7月10日に購入した商品をまとめて申請する場
合、2027年4月9日が申請期限です。

1回の申請でウィッグと胸部補整具、と
いった種類の違う品物の組み合わせも可
能ですか。申請の際、個数制限はありま
すか。

商品の組み合わせは自由で個数制限はありません。令和7年4月から複
数商品の購入等に要した経費を合算して申請できるようになりまし
た。例えば、ウィッグ1点・胸部補整具3点をまとめて申請する場合、
その申請を1回と数えます。

洗い替え用に全く同じ補整下着を3着買い
ました。まとめて申請できますか。

はい。1回の申請でまとめて申請可能です。複数商品をまとめて申請
する場合、その申請を1回と数えます。助成対象者氏名・購入日・購
入品目・購入点数・領収書発行者名のすべてが記載された領収書等を
ご提出ください。

抗がん剤治療開始前にウィッグを購入し
ました。申請可能ですか。

可能ですが、添付書類の一つに脱毛の副作用が生じる抗がん剤を使用
したことが分かる書類（診療明細書等）が必要です。書類をご準備で
きた段階で、助成対象品購入から1年以内にご申請ください。

ウィッグスタンドと専用のケア用品を買
いましたが、一緒に申請できますか。

保管やお手入れのための商品は助成対象外のため、申請できません。
助成対象外の商品を同時に購入した場合は、内訳のわかるものをつけ
ていただき、対象品目がわかるようにマーカーまたは赤色でアンダー
ラインを引いてください。

■レンタルについて

質問 回答

レンタル使用をしているため、毎月使用
料を払っています。この場合の申請はど
うしたらよいですか。

申請回数を複数回に分けることは出来ないため、一つの商品のレンタ
ルに要した費用の領収書（※）をまとめて申請してください。その
際、レンタル開始日の翌日から起算して1年以上過ぎた領収書の分は
助成できませんので、ご注意ください。（※）初期費用や各月のレン
タル料の内訳が分かるものをご用意ください。

レンタルの場合の申請期限はいつです
か。

レンタルの場合は、レンタル開始日から起算して1年以内が申請期限
です。（例えば、2025年5月1日にレンタルを開始した場合、2026年4
月30日が申請期限です。レンタル開始から1年以上経過した領収書の
分は助成対象外ですのでご注意ください。）
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■必要書類について

質問 回答

異なる品目を合算して申請することはで
きますか。また、「外見の変化が、がん
等の治療または傷病等に伴うものである
ことを証する書類」は何を提出するとよ
いですか。

はい。それぞれの商品の領収書をご用意いただければ申請できます。
（例：ウィッグと補整下着等）ただし、上限は10万円で、合算する商
品の中で最も購入日が古いもので起算して、購入日より1年以内にご
申請ください。
異なる品目を合算して申請する場合は、「外見の変化が、がん等の治
療または傷病等に伴うものであることを証する書類の写し」も複数提
出いただく場合があります。
例えば、乳がんにより、ウィッグと補整下着を合算して申請いただく
場合、
①脱毛の副作用がある抗がん剤名の記載がある書類
②乳房の切除をしたことが記載されている書類
の2点をご用意ください。

外見の変化が、がん等の治療または傷病
に伴うものであることを証する書類（写
し）には具体的に何が記載されていれば
いいですか。

申請する対象品によって、以下の記載を確認します。
【ウィッグ/帽子を申請する場合】
・抗がん剤治療の薬剤名
　（例）「パクリタキセル」、「エンドキサン」など
・放射線による治療（頭部への放射線照射等）
　（例）「放射線治療（頭部）」など
・脱毛の原因となった疾病・外傷
　（例）「円形脱毛症」など
【胸部補整具/人工乳房/人工乳頭の場合】
・手術療法による乳房の切除
　（例）「乳房切除術」など
【エピテーゼ（人工乳房以外）を申請する場合】
・使用する部位の欠損の原因となった外傷等
　（例）「外傷性○○（部位）欠損」など
【弾性着衣の場合】
・リンパ浮腫の原因となる疾病またはリンパ節切除や放射線療法等
　（例）「リンパ節郭清」など
【頭皮冷却用キャップ、冷却用グローブ・ソックスを申請する
場合】
・脱毛あるいは爪の変化の副作用がある抗がん剤の薬剤名
　（例）「パクリタキセル」など
ご不明な点があればお問合せください。

現在も治療中ですが、必要書類のうち脱
毛症状を呈する薬剤名の書かれた書類を
処分してしまいました。どうしたらよい
ですか。

医療機関に抗がん剤使用時の診療明細書の再発行ができるかご相談く
ださい。なお、書類の発行手数料は助成対象外です。

現在も治療中ですが、乳房切除術を受け
たのは20年前で手術を受けたことを証す
る書類が手元にありません。どうしたら
よいですか

主治医に相談し、助成対象者本人の氏名及びがんで手術を受けたこと
が分かる記載のある書類をご準備ください。なお、書類の発行手数料
は助成対象外です。

インターネットで購入したため領収書が
ありません。どうすればよいですか。

購入等をした店舗にまずは領収書が発行できるか確認してください。
それが難しい場合は、領収書に代わるものとして、支払いをしたこと
がわかるもの（クレジットカードの支払い明細等）で、助成対象者の
氏名、購入日、金額、購入点数、購入品目、購入店等の記載がある書
類を提出してください。
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医療用帽子等を病院内のコンビニで購入
したため、領収書がありません。レシー
トでもいいですか。

いいえ。
①購入日②助成対象者のフルネーム③購入等品目、購入点数、購入等
金額及びその明細④領収書発行者名称及びその住所の記載がある領収
書が必要です。レシートに①～④すべての記載がない場合は、購入し
た店舗にご相談ください。
なお、③購入等品目、購入金額及びその明細については、「医療用帽
子代として」のような記載では内訳が分からないため不可です。「医
療用帽子1点分として」や「補整パッド2点分として」のように明細が
分かる記載があるものをご用意ください。
ただし、店舗から発行されたもので、上記4点が記されていれば、レ
シートタイプでも申請可能です。

店舗で発行してもらった領収書に氏名が
ありません。どうすればよいですか。

購入店舗にお問い合わせください。領収書には、①購入日②助成対象
者のフルネーム③購入等品目、購入点数、購入等金額及びその明細④
領収書発行者名称及びその住所のすべての記載が必要です。

1点のみしか購入していないため、領収書
に内訳が書いていませんが提出可能です
か。

いいえ。購入商品が1点であっても、助成金申請額に助成対象外の商
品が含まれていないことを確認させていただきます。「但し、医療用
ウィッグ1点分として」のように、内訳を領収書の但し書きに記載す
る、もしくは、領収書と併せて、内訳が確認できる書類（金額明細、
納品書等）をご提出ください。

複数商品を同時に購入した場合、領収書
はどのように用意するとよいですか。

助成金申請額の内訳が分かる内容で提出してください。領収書の場合
は、例えば、但し書きに「医療用ウィッグ1点○○円、ウィッグ装着
用ネット1点○○円 合計××円」のように内訳を記載する、もしくは
明細が分かる書類を別途添付する等により、明細が分かる内容でご用
意ください。

ウィッグと別の店舗で胸部補整下着を購
入しました。領収書はどうしたらよいで
すか。

それぞれの店舗で、①購入日②助成対象者のフルネーム③購入等品
目、購入点数、購入等金額及びその明細④領収書発行者名称及びその
住所のすべてが記載された領収書をご用意ください。
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